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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に実装され、接続対象物を着脱自在に挿入して接続するコネクタであって、
　前記接続対象物が挿入される部分は基板実装面に対し略平行となるハウジングと、
　前記ハウジングに並列配置され、前記接続対象物に接触する接触部と前記基板に実装さ
れる接続部を有する所定数のコンタクト（Ｃ）と、
　前記接続対象物と係合するロック部材と、
　前記ハウジングにおける、前記接続対象物が挿入される側の反対側に位置し、少なくと
も前記ロック部材に対して押圧可能な形状部位を有する押圧部材と、を備えるコネクタに
おいて、
　前記ロック部材は、前記接続対象物の一方面と接触する接触部（ＬＣ１）と、前記コネ
クタに対する正規挿入位置に挿入された前記接続対象物に形成されている被係止部に係合
可能な形状を有する係止部（ＬＣ２）と、前記接続対象物が挿入される側又はその反対側
に位置し、前記基板に実装される接続部（ＬＣ４）と、前記接触部（ＬＣ１）から前記接
続対象物が挿入される側の反対側に延設され、前記押圧部材により押圧される押受部（Ｌ
Ｃ３）と、を有し、
　前記接触部（ＬＣ１）と前記係止部（ＬＣ２）と前記接続部（ＬＣ４）と前記押受部（
ＬＣ３）とは同一の金属材料から一体的に形成されており、
　前記コネクタは、導通可能に用いられ、かつ前記接続対象物と係合する前記ロック部材
であるコンタクト（ＬＣ）を少なくとも１本以上含み、
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　前記係止部（ＬＣ２）は、前記接続対象物の前記被係止部に対応する位置で、前記基板
実装面から近い側で、前記基板実装面から離れる方向に突出しており、
　前記接触部（ＬＣ１）は、前記係止部（ＬＣ２）に対向する側で、前記基板実装面から
遠い側で、かつ、前記係止部（ＬＣ２）よりも前記接続対象物が挿入される側に近い位置
に位置することを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　前記コンタクト（ＬＣ）は、
　前記接触部（ＬＣ１）と前記接続部（ＬＣ４）との間に位置する連結部（ＬＣ５）を更
に有し、
　前記接触部（ＬＣ１）を有する接触脚部と、前記連結部（ＬＣ５）を有する連結脚部と
、前記接続部（ＬＣ４）を有する接続脚部とは、略クランク形状又は略コ字形状に配置さ
れることを特徴とする、請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記コンタクト（Ｃ）は、前記接続対象物の両面のうちの少なくとも一方の面と接触す
る第１接触部（ＮＳＣ１－１）と、前記接続対象物が挿入される側の反対側に位置し、前
記基板に実装される第１接続部（ＮＳＣ１－４）と、前記第１接触部（ＮＳＣ１－１）と
前記第１接続部（ＮＳＣ１－４）との間に位置する第１連結部（ＮＳＣ１－５）と、前記
第１接触部（ＮＳＣ１－１）から前記接続対象物が挿入される側の反対側に延設され、前
記押圧部材により押圧される第１押受部（ＮＳＣ１－３）と、を有する第１コンタクト（
ＮＳＣ１）を含み、
　前記第１接触部（ＮＳＣ１－１）を有する第１接触脚部と、前記第１連結部（ＮＳＣ１
－５）を有する第１連結脚部と、前記第１接続部（ＮＳＣ１－４）を有する第１接続脚部
とは、略クランク形状に配置されることを特徴とする、請求項１又は２に記載のコネクタ
。
【請求項４】
　前記コンタクト（Ｃ）は、前記接続対象物の両面のうちの少なくとも一方の面と接触す
る第２接触部（ＮＳＣ２－１）と、前記接続対象物が挿入される側に位置し、前記基板に
実装される第２接続部（ＮＳＣ２－４）と、前記第２接触部（ＮＳＣ２－１）と前記第２
接続部（ＮＳＣ２－４）との間に位置する第２連結部（ＮＳＣ２－５）と、前記第２接触
部（ＮＳＣ２－１）から前記接続対象物が挿入される側の反対側に延設され、前記押圧部
材により押圧される第２押受部（ＮＳＣ２－３）と、を有する第２コンタクト（ＮＳＣ２
）を含み、
　前記第２接触部（ＮＳＣ２－１）を有する第２接触脚部と、第２連結部（ＮＳＣ２－５
）を有する第２連結脚部と、前記第２接続部（ＮＳＣ２－４）を有する第２接続脚部とは
、略コ字形状に配置されることを特徴とする、請求項１又は２に記載のコネクタ。
【請求項５】
　前記コンタクト（Ｃ）は、前記接続対象物の両面のうちの少なくとも一方の面と接触す
る第３接触部（ＮＳＣ３－１）と、前記接続対象物が挿入される側の反対側に位置し、前
記基板に実装される第３接続部（ＮＳＣ３－４）と、前記第３接触部（ＮＳＣ３－１）と
前記第３接続部（ＮＳＣ３－４）との間に位置する第３連結部（ＮＳＣ３－５）と、を有
する第３コンタクト（ＮＳＣ３）を含み、
　前記第３接触部（ＮＳＣ３－１）を有する第３接触脚部と、前記第３連結部（ＮＳＣ３
－５）を有する第３連結脚部と、前記第３接続部（ＮＳＣ３－４）を有する第３接続脚部
とは、略クランク形状に配置されることを特徴とする、請求項１又は２に記載のコネクタ
。
【請求項６】
　前記コンタクト（Ｃ）は、前記接続対象物の両面のうちの少なくとも一方の面と接触す
る第４接触部（ＮＳＣ４－１）と、前記接続対象物が挿入される側に位置し、前記基板に
実装される第４接続部（ＮＳＣ４－４）と、前記第４接触部（ＮＳＣ４－１）と前記第４
接続部（ＮＳＣ４－４）との間に位置する第４連結部（ＮＳＣ４－５）と、を有する第４
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コンタクト（ＮＳＣ４）を含み、
　前記第４接触部（ＮＳＣ４－１）を有する第４接触脚部と、前記第４連結部（ＮＳＣ４
－５）を有する第４連結脚部と、前記第４接続部（ＮＳＣ４－４）を有する第４接続脚部
とは、略コ字形状に配置されることを特徴とする、請求項１又は２に記載のコネクタ。
【請求項７】
　前記押圧部材は、
　前記押受部、前記第１押受部及び前記第２押受部のいずれか一つ以上の押圧を行う第１
押圧部材姿勢と、その押圧を解除する第２押圧部材姿勢との間で回転可能に構成され、
　前記押圧が行われる前記コンタクト（Ｃ）の並列方向に延在する押圧部と、前記押圧部
に対向し、前記並列方向に延在する対向壁と、それぞれ延在する前記押圧部及び前記対向
壁を前記並列方向に間隔をおいた状態で連結する連結壁とによって区画形成される独立し
た貫通孔を有し、
　前記第１押圧部材姿勢にて、前記並列方向に延在する前記押圧部により、前記押受部、
前記第１押受部及び前記第２押受部のいずれか一つ以上を前記基板実装面から離れる方向
へ移動させ、
　少なくとも前記第２押圧部材姿勢にて、前記押受部、前記第１押受部及び前記第２押受
部のいずれか一つ以上が前記貫通孔に挿入されることを特徴とする、請求項１～６のいず
れかに記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話やノートパソコンやデジタルカメラ等の電子機器に使用されるコネ
クタに関し、特にフレキシブルプリント基板やフレキシブルフラットケーブルのような接
続対象物と接続するコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　接続対象物を着脱自在に挿入して接続するコネクタとして、ハウジングと、ハウジング
内で交互に並列保持されている複数の端子（コンタクト）と、コンタクトの並列方向両端
に接続対象物と係合させることで保持力をアップするロック部材と、ハウジングに回動自
在に支持されている加圧部材（押圧部材）とを有するコネクタが知られている（例えば、
特許文献１、特許文献３、特許文献４参照）。また、電源コンタクトとロック部材とを一
体化した技術が記載された文献として、特許文献２が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２２１０６７号公報
【特許文献２】特開２０１７－１４３０００号公報
【特許文献３】特開２０１０－２１２２６５号公報
【特許文献４】特開２０１１－０２３２３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来においては一般的に、特許文献１、特許文献３、特許文献４に記載のコネクタのよ
うに、接続対象物との係合手段を有するロック部材と、接続対象物との接触手段とを有す
るコンタクトとは、別の部材で形成されているため、コンタクトの並列方向の寸法が大き
くなっていた。
　また、特許文献２に記載の電源コンタクトにロック部材の機能を兼ね備えさせる技術を
参考にして、仮に、信号コンタクトにロック機能を兼ね備えさせる形態を採用した場合、
その兼ね備えた信号コンタクトにおいて、接続対象物と接触する接触部の位置は、ロック
機能の係止部よりも加圧部材（押圧部材）に近い位置に形成されることになる。その場合
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、ビアホールを用いて、中間層にパターンを配置する必要があり、接続対象物のパターン
の配置が制約されて、パターンの配置が複雑になる。
【０００５】
　本発明の目的は、接続対象物との保持力をアップしつつ、コンタクトの並列方向の寸法
を小型化（狭ピッチ化）しつつ、より多くのコンタクトの配列を可能にし、接続対象物の
パターンを容易に形成するコネクタを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の要旨構成は以下の通りである。
【０００７】
（１）　基板に実装され、接続対象物を着脱自在に挿入して接続するコネクタであって、
　前記接続対象物が挿入される部分は基板実装面に対し略平行となるハウジングと、前記
ハウジングに並列配置され、前記接続対象物に接触する接触部と前記基板に実装される接
続部を有する所定数のコンタクト（Ｃ）と、前記接続対象物と係合するロック部材と、前
記ハウジングにおける、前記接続対象物が挿入される側の反対側に位置し、少なくとも前
記ロック部材に対して押圧可能な形状部位を有する押圧部材と、を備えるコネクタにおい
て、前記ロック部材は、前記接続対象物の一方面と接触する接触部（ＬＣ１）と、前記コ
ネクタに対する正規挿入位置に挿入された前記接続対象物に形成されている被係止部に係
合可能な形状を有する係止部（ＬＣ２）と、前記接続対象物が挿入される側又はその反対
側に位置し、前記基板に実装される接続部（ＬＣ４）と、前記接触部（ＬＣ１）から前記
接続対象物が挿入される側の反対側に延設され、前記押圧部材により押圧される押受部（
ＬＣ３）と、を有し、前記接触部（ＬＣ１）と前記係止部（ＬＣ２）と前記接続部（ＬＣ
４）と前記押受部（ＬＣ３）とは同一の金属材料から一体的に形成されており、前記コネ
クタは、導通可能に用いられ、かつ前記接続対象物と係合する前記ロック部材であるコン
タクト（ＬＣ）を少なくとも１本以上含み、前記係止部（ＬＣ２）は、前記接続対象物の
前記被係止部に対応する位置で、前記基板実装面から近い側で、前記基板実装面から離れ
る方向に突出しており、前記接触部（ＬＣ１）は、前記係止部（ＬＣ２）に対向する側で
、前記基板実装面から遠い側で、かつ、前記係止部（ＬＣ２）よりも前記接続対象物が挿
入される側に近い位置に位置することを特徴とするコネクタである。
【０００８】
（２）　前記コンタクト（ＬＣ）は、
　前記接触部（ＬＣ１）と前記接続部（ＬＣ４）との間に位置する連結部（ＬＣ５）を更
に有し、前記接触部（ＬＣ１）を有する接触脚部と、前記連結部（ＬＣ５）を有する連結
脚部と、前記接続部（ＬＣ４）を有する接続脚部とは、略クランク形状又は略コ字形状に
配置されることを特徴とする、上記（１）に記載のコネクタである。
【０００９】
（３）　前記コンタクト（Ｃ）は、前記接続対象物の両面のうちの少なくとも一方の面と
接触する第１接触部（ＮＳＣ１－１）と、前記接続対象物が挿入される側の反対側に位置
し、前記基板に実装される第１接続部（ＮＳＣ１－４）と、前記第１接触部（ＮＳＣ１－
１）と前記第１接続部（ＮＳＣ１－４）との間に位置する第１連結部（ＮＳＣ１－５）と
、前記第１接触部（ＮＳＣ１－１）から前記接続対象物が挿入される側の反対側に延設さ
れ、前記押圧部材により押圧される第１押受部（ＮＳＣ１－３）と、を有する第１コンタ
クト（ＮＳＣ１）を含み、前記第１接触部（ＮＳＣ１－１）を有する第１接触脚部と、前
記第１連結部（ＮＳＣ１－５）を有する第１連結脚部と、前記第１接続部（ＮＳＣ１－４
）を有する第１接続脚部とは、略クランク形状に配置されることを特徴とする、上記（１
）又は（２）に記載のコネクタである。
【００１０】
（４）　前記コンタクト（Ｃ）は、前記接続対象物の両面のうちの少なくとも一方の面と
接触する第２接触部（ＮＳＣ２－１）と、前記接続対象物が挿入される側に位置し、前記
基板に実装される第２接続部（ＮＳＣ２－４）と、前記第２接触部（ＮＳＣ２－１）と前
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記第２接続部（ＮＳＣ２－４）との間に位置する第２連結部（ＮＳＣ２－５）と、前記第
２接触部（ＮＳＣ２－１）から前記接続対象物が挿入される側の反対側に延設され、前記
押圧部材により押圧される第２押受部（ＮＳＣ２－３）と、を有する第２コンタクト（Ｎ
ＳＣ２）を含み、前記第２接触部（ＮＳＣ２－１）を有する第２接触脚部と、第２連結部
（ＮＳＣ２－５）を有する第２連結脚部と、前記第２接続部（ＮＳＣ２－４）を有する第
２接続脚部とは、略コ字形状に配置されることを特徴とする、上記（１）又は（２）に記
載のコネクタである。
【００１１】
（５）　前記コンタクト（Ｃ）は、前記接続対象物の両面のうちの少なくとも一方の面と
接触する第３接触部（ＮＳＣ３－１）と、前記接続対象物が挿入される側の反対側に位置
し、前記基板に実装される第３接続部（ＮＳＣ３－４）と、前記第３接触部（ＮＳＣ３－
１）と前記第３接続部（ＮＳＣ３－４）との間に位置する第３連結部（ＮＳＣ３－５）と
、を有する第３コンタクト（ＮＳＣ３）を含み、前記第３接触部（ＮＳＣ３－１）を有す
る第３接触脚部と、前記第３連結部（ＮＳＣ３－５）を有する第３連結脚部と、前記第３
接続部（ＮＳＣ３－４）を有する第３接続脚部とは、略クランク形状に配置されることを
特徴とする、上記（１）又は（２）に記載のコネクタである。
【００１２】
（６）　前記コンタクト（Ｃ）は、前記接続対象物の両面のうちの少なくとも一方の面と
接触する第４接触部（ＮＳＣ４－１）と、前記接続対象物が挿入される側に位置し、前記
基板に実装される第４接続部（ＮＳＣ４－４）と、前記第４接触部（ＮＳＣ４－１）と前
記第４接続部（ＮＳＣ４－４）との間に位置する第４連結部（ＮＳＣ４－５）と、を有す
る第４コンタクト（ＮＳＣ４）を含み、前記第４接触部（ＮＳＣ４－１）を有する第４接
触脚部と、前記第４連結部（ＮＳＣ４－５）を有する第４連結脚部と、前記第４接続部（
ＮＳＣ４－４）を有する第４接続脚部とは、略コ字形状に配置されることを特徴とする、
上記（１）又は（２）に記載のコネクタである。
【００１３】
（７）　前記押圧部材は、前記押受部、前記第１押受部及び前記第２押受部のいずれか一
つ以上の押圧を行う第１押圧部材姿勢と、その押圧を解除する第２押圧部材姿勢との間で
回転可能に構成され、前記押圧が行われる前記コンタクト（Ｃ）の並列方向に延在する押
圧部と、前記押圧部に対向し、前記並列方向に延在する対向壁と、それぞれ延在する前記
押圧部及び前記対向壁を前記並列方向に間隔をおいた状態で連結する連結壁とによって区
画形成される独立した貫通孔を有し、前記第１押圧部材姿勢にて、前記並列方向に延在す
る前記押圧部により、前記押受部、前記第１押受部及び前記第２押受部のいずれか一つ以
上を前記基板実装面から離れる方向へ移動させ、少なくとも前記第２押圧部材姿勢にて、
前記押受部、前記第１押受部及び前記第２押受部のいずれか一つ以上が前記貫通孔に挿入
されることを特徴とする、上記（１）～（６）のいずれかに記載のコネクタである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、接続対象物との保持力をアップしつつ、コンタクトの並列方向の寸法
を小型化（狭ピッチ化）しつつ、より多くのコンタクトの配列を可能にし、接続対象物の
パターンを容易に形成するコネクタを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の実施形態のコネクタ１００の斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、図１Ａを、異なる方向から視た斜視図である。
【図２Ａ】図２Ａは、コネクタ１００に接続対象物Ｆが挿入された状態を、ハウジング等
を仮想的に省略して示す斜視図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、コネクタ１００に接続対象物Ｆが挿入された状態を、ハウジング等
を仮想的に省略して示す図であり、Ｘ－Ｚ平面で固定機能付きコンタクト４を切断した断
面図である。



(6) JP 6858816 B2 2021.4.14

10

20

30

40

50

【図３Ａ】図３Ａは、コネクタ１００に接続対象物Ｆが挿入され、押圧部材６が第１押圧
部材姿勢にある場合の斜視図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３Ａを、異なる方向から視たものである。
【図４Ａ】図４Ａは、ハウジング１内に保持された固定機能付きコンタクト４をＸ－Ｚ平
面で切断した断面図であり、押圧部材６が第２押圧部材姿勢にある場合の図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、ハウジング１内に保持された固定機能付きコンタクト４をＸ－Ｚ平
面で切断した断面図であり、押圧部材６が第１押圧部材姿勢にある場合の図である。
【図５】図５は、第１実施形態の固定機能付きコンタクト４の斜視図である。
【図６】図６は、第２実施形態の固定機能付きコンタクト４Ａの斜視図である。
【図７Ａ】図７Ａは、押圧部材６が第２押圧部材姿勢にある場合においてハウジング１内
に保持された第１信号コンタクト２をＸ－Ｚ平面で切断した断面図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、第１信号コンタクト２の斜視図である。
【図８】図８は、第２信号コンタクト２Ａを示す斜視図である。
【図９】図９は、第３信号コンタクト３Ａを示す斜視図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、押圧部材６が第２押圧部材姿勢にある場合においてハウジング
１内に保持された第４信号コンタクト３をＸ－Ｚ平面で切断した断面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、第４信号コンタクト３の斜視図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、ハウジング１内に保持された固定金具７をＸ－Ｚ平面で切断し
た断面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、固定金具７の斜視図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、ハウジング１の斜視図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、図１２Ａを、異なる方向から視た斜視図である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、押圧部材６の斜視図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、図１３Ａを、異なる方向から視た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明のコネクタの実施形態について、図面を参照しながら以下で説明する。な
お、以下に示す実施形態は一つの例示であり、本発明の範囲において、種々の形態を採り
うる。
【００１７】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本発明の実施形態のコネクタ１００をそれぞれ異なる方向から視
た斜視図である。図２Ａ及び図２Ｂは、コネクタ１００に接続対象物Ｆが挿入された状態
を、ハウジング等を仮想的に省略して示す図であり、図２Ａは斜視図、図２Ｂは、Ｘ－Ｚ
平面で固定機能付きコンタクト４を切断した断面図である。図３Ａ及び図３Ｂは、コネク
タ１００に接続対象物Ｆが挿入され、押圧部材６が第１押圧部材姿勢にある場合の斜視図
を、それぞれ異なる方向から視たものである。図４Ａ及び図４Ｂは、ハウジング１内に保
持された固定機能付きコンタクト４をＸ－Ｚ平面で切断した断面図であり、図４Ａは、押
圧部材６が第２押圧部材姿勢にある場合の図であり、図４Ｂは、押圧部材６が第１押圧部
材姿勢にある場合の図である。図５は、第１実施形態の固定機能付きコンタクト４の斜視
図である。
【００１８】
　図６は、第２実施形態の固定機能付きコンタクト４Ａの斜視図である。図７Ａは、押圧
部材６が第２押圧部材姿勢にある場合においてハウジング１内に保持された第１信号コン
タクト２をＸ－Ｚ平面で切断した断面図であり、図７Ｂは、第１信号コンタクト２の斜視
図である。図８は、第２信号コンタクト２Ａを示す斜視図である。図９は、第３信号コン
タクト３Ａを示す斜視図である。図１０Ａは、押圧部材６が第２押圧部材姿勢にある場合
においてハウジング１内に保持された第４信号コンタクト３をＸ－Ｚ平面で切断した断面
図であり、図１０Ｂは、第４信号コンタクト３の斜視図である。図１１Ａは、ハウジング
１内に保持された固定金具７をＸ－Ｚ平面で切断した断面図であり、図１１Ｂは、固定金
具７の斜視図である。図１２Ａ及び図１２Ｂは、ハウジング１をそれぞれ異なる方向から
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視た斜視図である。図１３Ａ及び図１３Ｂは、押圧部材６をそれぞれ異なる方向から視た
斜視図である。
【００１９】
〔コネクタの構成〕
　コネクタ１００は、基板（不図示）に実装され、接続対象物Ｆを着脱自在に挿入して接
続するコネクタである。コネクタ１００は、図１Ａ～図３Ｂに示すように、主に、接続対
象物Ｆが挿入された状態で基板実装面（不図示）に対し略平行となるように、接続対象物
Ｆが挿入される挿入口１１を有するハウジング１と、ハウジング１に並列配置状態で保持
される所定数の信号コンタクト（第１信号コンタクト２、第４信号コンタクト３、固定機
能付きコンタクト４）と、ハウジング１における挿入口１１の反対側に位置し、信号コン
タクト２、４に対して押圧可能な形状部位を有する押圧部材６と、を備えている。「略平
行」とは、基板実装面（不図示）に対して完全に平行な場合に制限されず、近似的にみて
平行であればよく、少なくとも、挿入口１１への接続対象物の挿入方向が基板実装面に対
して略垂直な形態と区別する趣旨である。「挿入口１１の反対側」とは、「押圧部材６を
操作する側」や「押圧部材６の位置（有する）する側」と同一の側である。
【００２０】
　説明の便宜上、ＸＹＺ座標系を次のように定義する。Ｘ方向は、接続対象物の挿抜方向
に延びる方向であり、基板実装面に略平行な方向である。ハウジング１を基準として、Ｘ
１側は挿入口１１の側であり、Ｘ２側は、Ｘ１側とは反対側である。Ｙ方向は、所定数の
信号コンタクトの並列方向（配列ピッチ方向）であり、横方向（長手方向）ともいう。Ｙ
＋側は、ハウジング１を基準として、Ｙ方向の外側である（左側／右側を区別しない）。
Ｚ方向は、Ｘ方向及びＹ方向に直交する方向であり、高さ方向ともいう。ハウジング１を
基準として、Ｚ１側は基板実装面側であり、Ｚ２側は基板実装面から離れる側である。な
お、このＸＹＺ座標系は、実施形態の説明の便宜上のために用いられるものであり、本発
明の趣旨に反しない限り、厳格には解釈されない。
【００２１】
　接続対象物Ｆは、コネクタ１００に対して着脱可能に挿入して接続される物であり、例
えばフレキシブルプリント基板（ＦＰＣ）、フレキシブルフラットケーブル（ＦＦＣ）、
フレキシブル性を有するカードである。接続対象物Ｆは、図２Ａ～図３Ｂに示すように、
少なくとも信号コンタクト２、３、４のそれぞれの接触部と接触するランド部Ｆ２と、ラ
ンド部Ｆ２から回路へ繋がるパターンと、被係止部Ｆ１とを備えている。被係止部Ｆ１は
、接続対象物Ｆの挿入が完了した状態（正規挿入位置）で、接続対象物Ｆの保持力をアッ
プし、かつ、抜けないようにするため、例えば、信号コンタクト２、３、４のうち、その
並列方向（Ｙ方向）に信号コンタクト２、３を挟んで、最も外側（Ｙ＋側）にそれぞれ対
をなして配置されている固定機能付きコンタクト（ＬＣ）４と係合する部位である。
【００２２】
　図２Ａ～図３Ｂに示す接続対象物Ｆでは、被係止部Ｆ１は、コネクタ１００への接続対
象物Ｆの挿抜方向（Ｘ方向）において挿入方向側（Ｘ１側）で、挿抜方向に対して横方向
（Ｙ方向）の両外側（Ｙ＋側）に設けられている。被係止部Ｆ１の形状としては、固定機
能付きコンタクト（ＬＣ）４の後述する係止脚部４２の係止部（ＬＣ２）４２ａと係合で
きる形状であれば特に限定されず、例えば、図２Ａ及び図２Ｂに示すように、接続対象物
Ｆをその側方から切り欠いた切欠部として形成されてもよく、その他、貫通孔や、仕様に
よっては止め孔として形成されることもできる。
【００２３】
　ハウジング１は、接続対象物Ｆが挿抜される挿入口１１を有し、信号コンタクト２、３
、４を保持する。ハウジング１は、電気絶縁性の材料（例えばプラスチック）から形成さ
れる。ハウジング１は、公知技術の射出成形によって一部材として製作されている。具体
的に、ハウジング１の材質としては、寸法安定性や加工性やコスト等を考慮して適宜選択
されるが、一般的には例えばポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリアミド（６６
ＰＡ、４６ＰＡ）、液晶ポリマー（ＬＣＰ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリフェニレ
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ンサルファイド（ＰＰＳ）や、これらの合成材料等を挙げることができる。
【００２４】
　信号コンタクト２、３、４は、ハウジング１に並列配置状態で保持されている。そのう
ち、信号コンタクト２、４は、ハウジング１への接続対象物Ｆの挿入が完了して、押圧部
材６が第２押圧部材姿勢ＯＰ（図１Ａ～図２Ｂ参照）から第１押圧部材姿勢ＣＰ（図３Ａ
及び図３Ｂ参照）へと状態変化した場合に、接続対象物Ｆのランド部Ｆ２に安定的に接触
する。信号コンタクト２、４の場合に、接続対象物Ｆが挿入された状態でランド部Ｆ２に
接触しても安定した接触にはならなく、押圧部材６の状態変化があって初めて安定した接
触につながる。状態変化には、回転軸が移動しない単純な回転のみならず、回転軸の移動
を伴う回転や、回転を含まない移動などが含まれる。信号コンタクト３は、ハウジング１
への接続対象物Ｆの挿入が完了すると、接続対象物Ｆのランド部Ｆ２に接触し、安定した
接触が得られる。
【００２５】
　信号コンタクト２、３、４は、それぞれ異なるタイプのコンタクトであり、具体的には
、図７Ａ及び図７Ｂに示される、挿入口１１の反対側（Ｘ２側）に接続部が位置するタイ
プ（第１信号コンタクト２）、図１０Ａ及び図１０Ｂに示される、挿入口１１側（Ｘ１側
）に接続部が位置するタイプ（第４信号コンタクト３）、及び、図４Ａ～図５に示される
、ロック部材を兼用する固定機能付きコンタクト（ＬＣ）４である。
【００２６】
　第１信号コンタクト２と第４信号コンタクト３とは、ハウジング１への挿入方向を異な
らせて、Ｘ－Ｙ平面において交互に千鳥に配置されている。つまり、接続部が交互に千鳥
に配置されている。信号コンタクト２、３、４の材質としては、バネ性や導電性などが要
求されるので、黄銅やベリリウム銅やリン青銅等を挙げることができる。
【００２７】
　固定機能付きコンタクト４、４は、図１Ａ及び図１Ｂに示すコネクタ１００では、実施
形態においてはハウジング１内でかつ信号コンタクト２、３をＹ方向に挟んで、Ｙ＋側の
位置にそれぞれ対をなして保持されている。固定機能付コンタクト４、４の配置位置は、
接続対象物Ｆの保持力やバランス等を考慮して、適宜設計される。本実施形態においては
、固定機能付コンタクト４は、ハウジング１の両端に対をなすように配置されているが、
保持力等を満足できれば、配置位置は、どちらか一方でもよく、また、中央部分に１か所
であってもよい。
【００２８】
　押圧部材６は、ハウジング１における、挿入口１１の反対側（Ｘ２側）に位置し、第１
信号コンタクト２及び固定機能付きコンタクト４に対して押圧可能な形状部位を有するも
のである。挿入口側（挿入口１１の側）とは、接続対象物の挿抜方向Ｘにおいて、ハウジ
ング１の中央部を基準にして挿入口１１が配置される側である。挿入口１１の反対側とは
、接続対象物の挿抜方向Ｘにおいて、ハウジング１の中央部を基準にして、挿入口側（挿
入口１１の側）とは反対側である。つまり、ハウジング１の中央部を挟んで、挿入口側（
挿入口１１の側）と挿入口１１の反対側とは、接続対象物の挿抜方向Ｘに並ぶ関係にある
。なお、押圧部材６は、第４信号コンタクト３を押圧しない。
【００２９】
　押圧部材６は、電気絶縁性のプラスチック材料からなり、公知技術の射出成形によって
製作されている。具体的に、押圧部材６の材質としては、寸法安定性や加工性やコスト等
を考慮して適宜選択されるが、一般的にはポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）やポリ
アミド（６６ＰＡ、４６ＰＡ）や液晶ポリマー（ＬＣＰ）やポリカーボネート（ＰＣ）や
ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）や、これらの合成材料を挙げることができる。
【００３０】
　本実施形態のコネクタ１００は、基板実装強度を上げるため、更に固定金具７を備えて
いる。固定金具７は、固定機能付きコンタクト４よりも更にＹ＋側の位置に、設けられて
いる。固定金具７は、コンタクトとは別に、ハウジング１内に保持されているものである



(9) JP 6858816 B2 2021.4.14

10

20

30

40

50

。詳細は後述するが、図１１Ａ及び図１１Ｂに示すように、固定金具７の移動規制部７１
に押圧部材６の軸部分６２が移動範囲を規制されて配置されることにより、押圧部材６の
移動範囲は規制される。
【００３１】
　以下に、コネクタ１００の各構成について更に詳述する。
〔第１実施形態の固定機能付きコンタクト４〕
　以下に、図１Ａ～図５に基づいて、第１実施形態の（第１）固定機能付きコンタクト（
第１ＬＣ）４について更に詳細に説明する。
【００３２】
　第１固定機能付きコンタクト４は、接続対象物Ｆに対する電気的接続機能とロック機能
とを兼ね備えており、導通可能に用いられるロック部材であると捉えることができる。第
１固定機能付きコンタクト４は、ハウジング１において接続対象物Ｆの挿抜方向Ｘに沿っ
て延びるように、保持されている。第１固定機能付きコンタクト４は、ハウジング１内で
の信号コンタクト２、３、４の並列方向（幅方向）Ｙにおいて最も外側（Ｙ＋側）に１対
で配置されている。固定機能付きコンタクト４は、ハウジング１の高さ方向Ｚに対向する
内面に形成される溝であって壁部によって仕切られている溝のうちＹ＋側に位置する溝１
２（図１２Ａ及び図１２Ｂ参照）に、圧入により保持されている。固定機能付きコンタク
ト４は、ハウジング１内に挿入口１１の反対側（Ｘ２側）からＸ１側に向けて挿入されて
いる。
【００３３】
　第１固定機能付きコンタクト４は、図１Ａ～図５に示すように、接続対象物Ｆの一方面
と接触する接触部（ＬＣ１）４１ａと、コネクタ１００に対する正規挿入位置に挿入され
た接続対象物Ｆに形成されている被係止部Ｆ１に係合可能な形状を有する係止部（ＬＣ２
）４２ａと、係止部４２ａに対して挿入口１１の反対側（Ｘ２側）に位置し、基板に実装
される接続部（ＬＣ４）４４ａと、接触部４１ａと接続部４４ａとの間に位置する連結部
（ＬＣ５）４５ａと、接触部（ＬＣ１）４１ａから挿入口１１の反対側（Ｘ２側）に延設
され、押圧部材６により押圧される押受部（ＬＣ３）４３ａと、を有する。
【００３４】
　詳述すると、係止部（ＬＣ２）４２ａは、挿入された接続対象物Ｆに形成される被係止
部Ｆ１に対応する位置に、被係止部Ｆ１に向かってＺ２側に突出する形状を有する。押受
部（ＬＣ３）４３ａは、接続部（ＬＣ４）４４ａと対向する側（Ｚ２側）に位置し、接触
部４１ａとは反対側（Ｘ２側）に延在し、押圧部材６によって押圧される。接続部（ＬＣ
４）４４ａは、係止部４２ａとは反対側（Ｘ２側）に延在し、基板に接続される。
【００３５】
　より具体的には、第１固定機能付きコンタクト４は、接触部４１ａを有する接触脚部４
１と、係止部４２ａを有する係止脚部４２と、押受部４３ａを有する押受脚部４３と、接
続部４４ａを有する接続脚部４４と、連結部４５ａを有する連結脚部４５と、を全体とし
てＨ字形になるように一体的に備えている。特に、接触脚部４１と連結脚部４５と接続脚
部４４とは、略クランク形状に配置されている。
【００３６】
　接触部４１ａと係止部４２ａと接続部４４ａと連結部４５ａと押受部４３ａとは、同一
の金属材料から一体的に形成されている。より具体的には、接触部４１ａを有する接触脚
部４１と、係止部４２ａを有する係止脚部４２と、押受部４３ａを有する押受脚部４３と
、接続部４４ａを有する接続脚部４４と、連結部４５ａを有する連結脚部４５とは、同一
の金属材料から一体的に形成されている。
【００３７】
　図２Ａ及び図２Ｂに示すように、接触脚部４１と係止脚部４２との間に接続対象物Ｆが
挿入された状態において、押受部４３ａを有する押受脚部４３を押圧できる構成に、押圧
部材６の押圧部６１が、回転可能に支持される。本発明において「回転」には、回転軸が
移動しない単純な回転のみならず、回転軸の移動を伴う回転も含まれる。
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【００３８】
　図４Ａ～図５に示すように、接触脚部４１は、接続対象物Ｆのランド部Ｆ２に接触して
電気的接続を可能にするものである。接触脚部４１は、ハウジング１の上壁部１ａ側（Ｚ
２側）の溝１２に位置しており、連結脚部４５に対して、ハウジング１の挿入口１１側（
Ｘ１側）に位置している。つまり、接触脚部４１は、係止脚部４２と対向する側（Ｚ２側
）に位置し、挿入口１１に向かって（Ｘ１側に）延在している。接触脚部４１の挿入口１
１側の先端部は、溝１２のＺ１側の底面から浮いた状態にあり、接続対象物Ｆの一方面（
実施形態においては、Ｚ２側の面）と接触する接触部４１ａを有している。接触部４１ａ
は、接続対象物Ｆと接触し易いように、Ｚ１側に突出する形状を有している。接続対象物
Ｆが挿入されない状態で、押圧部材６の第２押圧部材姿勢ＯＰから第１押圧部材姿勢ＣＰ
への状態変化時に、接触脚部４１は、接続対象物Ｆに向かって変位する。つまり、接続対
象物Ｆが挿入されない状態で、押圧部材がこのような状態変化をすることにより、接続対
象物Ｆが挿入されている場合には、接触部４１ａが接続対象物Ｆに押圧されることで、確
実にかつ安定的に電気的に接触するようになる。ここでいう「変位」とは、接続対象物Ｆ
が挿入されていない場合は、少なくとも変位するということであり、接続対象物Ｆが挿入
されている場合でも変位することも含んでいる。
【００３９】
　係止脚部４２は、図２Ａ及び図２Ｂに示すように、接続対象物Ｆに形成されている被係
止部Ｆ１と係合して、正規挿入位置にある接続対象物Ｆを仮固定して不都合な（意図しな
い）抜けを抑制するものである。係止脚部４２は、ハウジング１の下壁部１ｂ側（Ｚ１側
）の溝１２において接触脚部４１に対向する側に配置され、連結脚部４５に対して、ハウ
ジング１の挿入口１１側（Ｘ１側）に位置している。つまり、係止脚部４２は、挿入口１
１に向かって（Ｘ１側に）延在している。係止脚部４２は、挿入口１１側からその一部が
視認できるように、溝１２に保持されている。
【００４０】
　係止脚部４２は、ハウジング１に挿入された接続対象物Ｆに形成される被係止部Ｆ１に
対応する位置に、被係止部Ｆ１に向かって突出する形状をもつ係止部４２ａを有している
。つまり、接続対象物Ｆの挿入が完了した際の被係止部Ｆ１に対応する位置に、係止部４
２ａは設けられている。係止部４２ａは、係止脚部４２の先端部側（Ｘ１側）に設けられ
ており、係止脚部４２の先端部からテーパ状に上方に傾斜して延び、その後、略垂直に係
止脚部４２に戻るように形成されている。つまり、係止脚部４２の係止部４２ａは、保持
されているハウジング１の下壁部１ｂ側（Ｚ１側）の溝１２から上壁部１ａに向かってＺ
２側に突出している。
【００４１】
　本発明の特徴の一つである係止部４２ａと接触部４１ａとの位置関係は、次の通りであ
る。図４Ａ～図５に示すように、係止部４２ａは、接続対象物Ｆの被係止部Ｆ１に対応す
る位置で、基板実装面から近い側（Ｚ１側）で、基板実装面から離れる方向（Ｚ２側）に
突出している。接触部４１ａは、係止部４２ａに対向する側で、基板実装面から遠い側（
Ｚ２側）で、かつ、係止部４２ａよりも接続対象物の挿入側（Ｘ１側）に近い位置に位置
する。
【００４２】
　押受脚部４３は、押圧部材６の押圧部６１によって押圧されて、基板実装面から離れる
方向（Ｚ２側）に変位する部分である。押受脚部４３は、ハウジング１の上壁部１ａ側（
Ｘ２側）で接続脚部４４に対向する側に配置され、また、連結脚部４５に対して、ハウジ
ング１の挿入口１１の反対側（Ｘ２側）に配置している。つまり、押受脚部４３は、挿入
口１１の反対側（Ｘ２側）で押圧部材が位置する側に延在している。押受脚部４３は、押
圧部材６によって押圧される押受部４３ａを有している。
【００４３】
　さらに、押受部４３ａの先端部には、押圧部材６の押圧による反発力に起因して、押圧
部材６の並列方向の中央部分がハウジング１の挿入口１１の反対側の方向（Ｘ２側）に膨
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れて移動すること（「膨れ移動」ともいう）を防止する膨れ防止手段を有することが好ま
しい。具体的には、押受脚部４３のＸ２側の先端部分に、押圧部材６が膨れ移動すること
を防止するための、接続脚部４４に向かってＺ１側に突出する突出部４３ｂが設けられて
いる。押圧部材６の回転の際に押圧部材６における、ハウジング１の幅方向Ｙにおける中
央部が、ハウジング１の挿入口１１の反対側の方向（Ｘ２側）に膨れる（迫り出す）傾向
がある。しかし、このような傾向を、押受脚部４３の突出部４３ｂを設けることによって
抑制することができる。突出部４３ｂの大きさは、上記の役割を果たすことができれば特
に制限されず、押圧部材６の押圧部６１が引っ掛かる程度に適宜設計すればよい。また、
膨れ防止手段としては、上記の構成以外にも、図示しないが、押圧部６１を受容する溝（
凹部）や突出部の対向する側を突出させたもの（突起や凸部）も挙げられる。
【００４４】
　接続脚部４４は、基板（不図示）に実装（接続）される脚状の部分である。接続脚部４
４は、ハウジング１の下壁部１ｂ側（Ｚ１側）の溝１２において押受脚部４３に対向する
側に位置しており、また、連結脚部４５に対して、ハウジング１の挿入口１１の反対側（
Ｘ２側）に位置している。つまり、接続脚部４４は、挿入口１１の反対側（Ｘ２側）に延
在している。接続脚部４４は、基板に実装（接続）される接続部４４ａを有している。接
続部４４ａは、接続脚部４４の先端側（Ｘ２側）で押受脚部４３を臨む側とは反対側（Ｚ
１側）に形成されている。接続部４４ａは、図示の実施形態においては、表面実装タイプ
（ＳＭＴ）であるが、ディップタイプやプレスフィットでもよい。
【００４５】
　連結脚部４５は、接触脚部４１、係止脚部４２、押受脚部４３及び接続脚部４４を互い
に連結する連結部４５ａを有している。連結脚部４５は、説明の便宜上、各脚部４１～４
４を互いに連結するものとして記載するが、固定機能付きコンタクト４は、その全体が一
部材から形成されており、連結脚部４５とその他の脚部との境の明確な区別はない。
【００４６】
〔第２実施形態の固定機能付きコンタクト４Ａ〕
　次に、図６に基づいて、第２実施形態の（第２）固定機能付きコンタクト（第２ＬＣ）
４Ａについて説明する。なお、第２固定機能付きコンタクト（第２ＬＣ）４Ａは、図１Ａ
及び図１Ｂに示すコネクタ１００には、設けられていないが、適合するハウジング１に、
第１固定機能付きコンタクト（第１ＬＣ）４と共に、又は、第１固定機能付きコンタクト
（第１ＬＣ）４が無い形態で、設けられることができる。以下、上記の第１実施形態の第
１固定機能付きコンタクト４と同一の又は類似する機能を有する構成についてはその説明
を省略し、異なる構成を中心に説明する。
【００４７】
　第２実施形態の第２固定機能付きコンタクト４Ａは、図６に示すように、ハウジング１
内に挿入口１１側から（Ｘ１側からＸ２側に向けて）挿入される。第２固定機能付きコン
タクト４Ａは、第１固定機能付きコンタクト４と比べて、主として、接続部４４Ａａ（接
続脚部４４Ａ）がＸ１側に配置されている点、延設脚部４７を備える点が異なる。第２実
施形態では、延設脚部４７を備える構成にしたが、これに制限されず、延設脚部４７を有
しない構成であってもよいし、挿抜方向Ｘに沿って延設脚部４７の長さを押受脚部４３よ
りも短くした構成であってもよい。
【００４８】
　一方で、本発明の特徴の一つである係止部４２Ａａと接触部４１Ａａとの位置関係は、
第１固定機能付きコンタクト４と同じである。具体的には、図６に示すように、係止部４
２Ａａは、接続対象物Ｆの被係止部Ｆ１に対応する位置で、基板実装面から近い側（Ｚ１
側）で、基板実装面から離れる方向（Ｚ２側）に突出している。接触部４１Ａａは、係止
部４２Ａａに対向する側で、基板実装面から遠い側（Ｚ２側）で、かつ、係止部４２Ａａ
よりも接続対象物の挿入側（Ｘ１側）に近い位置に位置する。
【００４９】
　より具体的には、第２固定機能付きコンタクト４Ａは、接続対象物Ｆの一方面と接触す
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る接触部４１Ａａと、挿入された接続対象物Ｆに形成される被係止部Ｆ１に対応する位置
に、被係止部Ｆ１に向かってＺ２側に突出する形状を有する係止部４２Ａａと、接触部４
１Ａａ及び係止部４２Ａａを連結する連結部４５Ａａと、延設脚部４７と対向する側（Ｚ
２側）に位置し、接触部４１Ａａとは反対側（Ｘ２側）に延在し、押圧部材６によって押
圧される押受部４３Ａａと、係止部４２Ａａから挿入口１１側（Ｘ１側）に向かって更に
延在し、基板に接続する接続部４４Ａａと、を備える。
【００５０】
　また、第２固定機能付きコンタクト４Ａは、接触部４１Ａａを有する接触脚部４１Ａと
、係止部４２Ａａを有する係止脚部４２Ａと、押受部４３Ａａを有する押受脚部４３Ａと
、接続部４４Ａａを有する接続脚部４４Ａと、連結部４５Ａａを有する連結脚部４５Ａと
、Ｘ２側に延在する延設脚部４７とを、全体としてＨ字形になるように一体的に備えてい
る。なお、延設脚部４７を備えない場合、全体としてｈ字形になるように各脚部を一体的
に備えることになる。特に、接触脚部４１Ａと連結脚部４５Ａと接続脚部４４Ａとは、略
コ字形状に配置されている。
【００５１】
　延設脚部４７は、ハウジング１の高さ方向Ｚにおいて係止脚部４２Ａと同じ側で、挿入
口の反対側（Ｘ２側）の押圧部材６が位置する側に延在する脚状の部位である。この延設
脚部４７は、押圧部材６の押圧部６１の回転を押受脚部４３Ａと共に支持するものである
。なお、延設脚部４７は無くてもよい。
【００５２】
［単純信号コンタクト（ＮＳＣ）］
〔第１信号コンタクト（ＮＳＣ１）〕
　次に、図７Ａ及び図７Ｂに基づいて、第１信号コンタクト２について説明する。なお、
第１信号コンタクト２における、固定機能付きコンタクト４が有する部分と同じ名称（「
第ｎ」の有無、相違を考慮しない。以下同じ）の部分は、その構成及び機能において固定
機能付きコンタクト４と同じであるので、説明を省略することがある。
【００５３】
　所定数の第１信号コンタクト２は、図１Ａ～図３Ｂに示すように、ハウジング１に横方
向Ｙに並列配置された状態で保持されて、一対の第１固定機能付きコンタクト４，４の間
に配置されている。第１信号コンタクト２は、ハウジング１の高さ方向Ｚに対向する内面
に形成される溝であって壁部によって仕切られている溝のうちの溝１４（図１２Ａ及び図
１２Ｂも参照）に圧入により保持されている。第１信号コンタクト２は、ハウジング１内
に挿入口１１の反対側から（Ｘ２側からＸ１側に向けて）挿入される。
【００５４】
　第１信号コンタクト（ＮＳＣ１）２は、ロック部材ではない信号コンタクトである単純
信号コンタクト（ＮＳＣ）ある（後述の第２信号コンタクト２Ａ、第３信号コンタクト３
Ａ、第４信号コンタクト３も同様）。
【００５５】
　詳細には、第１信号コンタクト２は、接続対象物Ｆの両面のうちの少なくとも一方の面
（実施形態においては、Ｚ２側の面）と接触する第１接触部（ＮＳＣ１－１）２１ａと、
第１接触部２１ａに対して挿入口１１の反対側（Ｘ２側）に位置し、基板に実装される第
１接続部（ＮＳＣ１－４）２３ａと、第１接触部２１ａと第１接続部２３ａとの間に位置
する第１連結部（ＮＳＣ１－５）２５ａと、第１接触部２１ａから挿入口１１の反対側（
Ｘ２側）に延設され、押圧部材６により押圧される第１押受部（ＮＳＣ１－３）２２ａと
、Ｘ１側に延在する第１延設脚部２４と、を有する。
【００５６】
　より具体的には、第１信号コンタクト２は、第１接触部２１ａを有する第１接触脚部２
１と、第１押受部２２ａを有する第１押受脚部２２と、第１接続部２３ａを有する第１接
続脚部２３と、第１連結部２５ａを有する第１連結脚部２５と、第１延設脚部２４とを全
体としてＨ字形になるように一体的に備えている。なお、第１延設脚部２４を備えない場
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合、全体としてｈ字形になるように各脚部を一体的に備えることになる。特に、第１接触
部２１ａを有する第１接触脚部２１と、第１連結部２５ａを有する第１連結脚部２５と、
第１接続部２３ａを有する第１接続脚部２３とは、略クランク形状に配置される。
【００５７】
　第１信号コンタクト２は、固定機能付きコンタクト４とは異なり、係止部（係止脚部）
を有しておらず、代わりに、挿入口１１側（Ｘ１側）に向かって延在する第１延設脚部２
４を備えており、全体としてＨ字形状を有している。第１信号コンタクト２において、接
続対象物Ｆが挿入され、第１押受部（ＮＳＣ１－３）２２ａを有する第１押受脚部２２を
押圧できる構成に、押圧部材６の押圧部６１が回転可能に支持される。
【００５８】
〔第２信号コンタクト２Ａ〕
　次に、図８に基づいて、第２信号コンタクト２Ａについて説明する。なお、第２信号コ
ンタクト（ＮＳＣ２）２Ａは、図１Ａ及び図１Ｂに示すコネクタ１００には、設けられて
いないが、適合するハウジング１に設けられることができる。第２信号コンタクト２Ａに
おける、第１信号コンタクト２が有する部分と同じ名称の部分は、その構成及び機能にお
いて第１信号コンタクト２と同じであるので、説明を省略することがある。
【００５９】
　所定数の第２信号コンタクト２Ａは、ハウジング１に横方向Ｙに並列配置された状態で
保持される。第２信号コンタクト２Ａは、ハウジング１の高さ方向Ｚに対向する内面に形
成される溝であって壁部によって仕切られている溝（不図示）に圧入により保持されてい
る。第２信号コンタクト２Ａは、ハウジング１内に挿入口１１側から（Ｘ１側からＸ２側
に向けて）挿入される。
【００６０】
　第２信号コンタクト２Ａは、接続対象物Ｆの両面のうちの少なくとも一方の面と接触す
る第２接触部（ＮＳＣ２－１）２１Ａａと、第２接触部２１Ａａに対して挿入口１１の側
（Ｘ１側）に位置し、基板に実装される第２接続部（ＮＳＣ２－４）２３Ａａと、第２接
触部２１Ａａと第２接続部２３Ａａとの間に位置する第２連結部（ＮＳＣ２－５）２５Ａ
ａと、後述の第２延設脚部２７Ａと対向する側（Ｚ２側）に位置し、第２接触部２１Ａａ
から挿入口１１の反対側（Ｘ２側）に延設され、押圧部材６により押圧される第２押受部
（ＮＳＣ２－３）２２Ａａと、Ｘ２側に延在する第２延設脚部２７Ａと、を有する。
【００６１】
　より具体的には、第２信号コンタクト２Ａは、第２接触部２１Ａａを有する第２接触脚
部２１Ａと、第２押受部２２Ａａを有する第２押受脚部２２Ａと、第２接続部２３Ａａを
有する第２接続脚部２３Ａと、第２連結部２５Ａａを有する第２連結部と、第２延設脚部
２７Ａとを全体としてＨ字形になるように一体的に備えている。なお、第２延設脚部２７
Ａを備えない場合、全体としてｈ字形になるように各脚部を一体的に備えることになる。
特に、第２接触部２１Ａａを有する第２接触脚部２１Ａと、第２連結部２５Ａａを有する
第２連結脚部２５Ａと、第２接続部２３Ａａを有する第２接続脚部２３Ａとは、略コ字形
状に配置される。
【００６２】
　第２信号コンタクト２Ａは、第１信号コンタクト２と比べて、接続部（接続脚部）と延
設脚部との挿抜方向Ｘの位置関係が逆であるが、全体としてＨ字形状を有している。第２
信号コンタクト２Ａにおいて、接続対象物Ｆが挿入され、第２押受部（ＮＳＣ２－３）２
２Ａａを有する第２押受脚部２２Ａを押圧できる構成に、押圧部材６の押圧部６１が回転
可能に支持される。
【００６３】
〔第３信号コンタクト（ＮＳＣ３）〕
　次に、図９に基づいて、第３信号コンタクト３Ａについて説明する。なお、第３信号コ
ンタクト（ＮＳＣ３）３Ａは、図１Ａ及び図１Ｂに示すコネクタ１００には、設けられて
いないが、適合するハウジング１に設けられることができる。第３信号コンタクト３Ａに
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おける、第１信号コンタクト２及び第２信号コンタクト２Ａが有する部分と同じ名称の部
分は、その構成及び機能において第１信号コンタクト２及び第２信号コンタクト２Ａと同
じであるので、説明を省略することがある。
【００６４】
　所定数の第３信号コンタクト３Ａは、ハウジング１に横方向Ｙに並列配置された状態で
保持される。第３信号コンタクト３Ａは、ハウジング１の高さ方向Ｚに対向する内面に形
成される溝であって壁部によって仕切られている溝（不図示）に圧入により保持されてい
る。第３信号コンタクト３Ａは、ハウジング１内に挿入口１１の反対側から（Ｘ２側から
Ｘ１側に向けて）挿入される。
【００６５】
　第３信号コンタクト３Ａは、接続対象物Ｆの両面のうちの少なくとも一方の面と接触す
る第３接触部（ＮＳＣ３－１）３１Ａａと、第３接触部３１Ａａに対して挿入口１１の反
対側（Ｘ２側）に位置し、基板に実装される第３接続部（ＮＳＣ３－４）３３Ａａと、第
３接触部３１Ａａと第３接続部３３Ａａとの間に位置する第３連結部（ＮＳＣ３－５）３
５Ａａと、Ｘ１側に延在する第３延設脚部３４Ａと、第３対向接触部３４Ａａと、を有す
る。
【００６６】
　第３対向接触部３４Ａａは、ハウジング１の高さ方向Ｚにおいて、第３接触部３１Ａａ
に対向する位置で、第３接触部３１Ａａが接続対象物Ｆに接触する一方の面とは反対側の
他方の面で接続対象物Ｆに接触する。第３対向接触部３４Ａａは、第３接触部３１Ａａに
向かってＺ２側に突出する形状を有する。
【００６７】
　第３対向接触部３４Ａａは、押圧部材６による押圧によって、第３接触部３１Ａａが接
続対象物Ｆと安定的に接続できるように接続対象物Ｆに接触できればよく、第３接触部３
１Ａａと、ハウジング１の高さ方向Ｚに対面する位置から挿抜方向Ｘ方向にずれた位置に
設けてもよい。
【００６８】
　より具体的には、第３信号コンタクト３Ａは、第３接触部３１Ａａを有する第３接触脚
部３１Ａと、第３接続部３３Ａａを有する第３接続脚部３３Ａと、第３連結部３５Ａａを
有する第３連結脚部３５Ａと、第３延設脚部３４Ａとを全体としてｈ字形になるように一
体的に備えている。特に、第３接触部３１Ａａを有する第３接触脚部３１Ａと、第３連結
部３５Ａａを有する第３連結脚部３５Ａと、第３接続部３３Ａａを有する第３接続脚部３
３Ａとは、略クランク形状に配置される。
【００６９】
　第３信号コンタクト３Ａは、第１信号コンタクト２とは異なり、押受部を有していない
ため、全体としてｈ字形状を有している。第３信号コンタクト３Ａにおいて、第３接触脚
部３１Ａと第３延設脚部３４Ａとの間に接続対象物Ｆが挿入される。
【００７０】
〔第４信号コンタクト３〕
　次に、図１０Ａ及び図１０Ｂに基づいて、第４信号コンタクト３について説明する。な
お第４信号コンタクト３における、第１信号コンタクト２、第２信号コンタクト２Ａ及び
第３信号コンタクト３Ａが有する部分と同じ名称の部分は、その構成及び機能において第
１信号コンタクト２、第２信号コンタクト２Ａ及び第３信号コンタクト３Ａと同じである
ので、説明を省略することがある。
【００７１】
　所定数の第４信号コンタクト３は、図１Ａ～図３Ｂに示すように、ハウジング１に横方
向Ｙに並列配置された状態で保持されて、一対の第１固定機能付きコンタクト４，４の間
に配置されている。第４信号コンタクト３は、ハウジング１の高さ方向Ｚに対向する内面
に形成される溝であって壁部によって仕切られている溝のうちの溝１５に圧入により保持
されている。第４信号コンタクト３は、ハウジング１内に挿入口１１側から（Ｘ１側から
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Ｘ２側に向けて）挿入される。
【００７２】
　第４信号コンタクト３は、接続対象物Ｆの両面のうちの少なくとも一方の面（実施形態
においては、Ｚ２側の面）と接触する第４接触部（ＮＳＣ４－１）３１ａと、第４接触部
３１ａに対して挿入口１１の側（Ｘ１側）に位置し、基板に実装される第４接続部（ＮＳ
Ｃ４－４）３３ａと、第４接触部３１ａと第４接続部３３ａとの間に位置する第４連結部
（ＮＳＣ４－５）３５ａと、第４対向接触部３４ａと、Ｘ２側に延在する第４延設脚部３
７と、を有する。
【００７３】
　より具体的には、第４信号コンタクト３は、第４接触部３１ａを有する第４接触脚部３
１と、第４接続部３３ａを有する第４接続脚部３３と、第４連結部３５ａを有する第４連
結脚部３５と、第４延設脚部３７とを全体としてｈ字形になるように一体的に備えている
。特に、第４接触部３１ａを有する第４接触脚部３１と、第４連結部３５ａを有する第４
連結部と、第４接続部３３ａを有する第４接続脚部３３とは、略コ字形状に配置される。
第４対向接触部３４ａは、挿抜方向Ｘにおいて、第４接続部３３ａと第４連結部３５ａと
の間に位置する。
【００７４】
　第４信号コンタクト３は、第３信号コンタクト３Ａと比べて、接続部（接続脚部）と延
設脚部との挿抜方向Ｘの位置関係が逆であるが、全体としてｈ字形状を有している。第４
信号コンタクト３において、第４接触脚部３１と第４接続脚部３３との間に接続対象物Ｆ
が挿入される。
【００７５】
〔固定金具７〕
　図１１Ａ及び図１１Ｂに基づいて、固定金具７について説明する。固定金具７は、図１
Ａ～図３Ｂに示すように、固定機能付きコンタクト４よりも更にＹ＋側の位置に、設けら
れている。固定金具７は、コンタクトとは別に、ハウジング１内に保持されているもので
ある。詳細には、固定金具７は、図１１Ａ及び図１１Ｂに示すように、Ｘ方向に延在する
基部７２と、基部７２のＸ１側からＺ１側に突出する第１突出片部７３と、第１突出片部
７３よりもＸ２側で基部７２からＺ１側に突出する第２突出片部７４と、第２突出片部７
４よりもＸ２側で基部７２からＺ１側に突出する第３突出片部７５と、基部７２と第２突
出片部７４と第３突出片部７５とからＺ２方向に凹んで形成される移動規制部７１と、を
有する。第３突出片部７５の先端側は、略Ｘ２側に延在している。
【００７６】
　第１突出片部７３と第２突出片部７４とで、ハウジング１の一部を挿抜方向Ｘに挟持し
て、固定金具７は、ハウジングに固定されている。第１突出片部７３のＺ１側の先端部及
び第３突出片部７５のＺ１側の先端部は、基板に機械的に接続される。移動規制部７１の
Ｚ１側の開放部には、ハウジング１の下壁部１ｂが配置しており、移動規制部７１の内周
縁と下壁部１ｂの上縁とによって形成される穴部に、押圧部材６の軸部分６２が配置され
る。押圧部材６の軸部分６２がこの穴部によって移動範囲を規制されて配置されることに
より、押圧部材６は、移動範囲が規制されて、回転可能となる。
【００７７】
〔ハウジング〕
　次に、図１２Ａ及び図１２Ｂに基づいて、ハウジング１の具体的な構成について説明す
る。ハウジング１は、ハウジング１の高さ方向Ｚに対向して位置する上壁部１ａ及び下壁
部１ｂと、上壁部１ａと下壁部１ｂとを連結する横方向Ｘに一対（２つ）の側壁部１ｃと
、を有する。ハウジング１の挿入口１１は、上壁部１ａと、下壁部１ｂと２つの側壁部１
ｃとによって区画形成されている。
【００７８】
　ハウジング１は、第１信号コンタクト２、第４信号コンタクト３、固定機能付きコンタ
クト４、固定金具７をそれぞれ保持する複数の溝を有する。これらの溝は、ハウジング１
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の高さ方向Ｚに対向する上壁部１ａ及び下壁部１ｂの内面のそれぞれ対向する位置に、固
定機能付きコンタクト４を保持する溝１２、第１信号コンタクト２を保持する溝１４、第
４信号コンタクト３を保持する溝１５、固定金具７を保持する溝１６として形成されてい
る。
【００７９】
　図１２Ａ及び図１２Ｂに示すハウジング１では、各溝１２、１４、１５は、それぞれ、
コンタクト２、３、４の延在方向（Ｘ方向）において、ハウジング１を貫通して形成され
ている場合を示している。信号コンタクト２、３、４及び固定金具７は、それぞれ、対応
する溝１４、１５、１２、１６内に、例えば圧入、引っ掛け（ランス）、溶着等によって
固定されている。
【００８０】
　ハウジング１の上壁部１ａには、切欠部１７が形成されている。切欠部１７により、押
圧部材６が第２押圧部材姿勢ＯＰから第１押圧部材姿勢ＣＰへの状態変化時に、第１信号
コンタクト２及び固定機能付きコンタクト４を押圧する際、各コンタクト２、４の押受脚
部２２、４３の上方への変位は妨げられない。さらに、切欠部１７を設けることで、コネ
クタ１００の低背も可能になる。切欠部１７の大きさは、上記役割やコネクタ１００の低
背化や加工性や強度等を考慮して適宜設計される。
【００８１】
〔押圧部材〕
　次に、図１３Ａ及び図１３Ｂに基づいて、押圧部材６について説明する。押圧部材６は
、本実施形態においては、固定機能付きコンタクト４の押受部４３ａ及び第１信号コンタ
クト２の第１押受部２２ａの押圧を行う第１押圧部材姿勢ＣＰと、その押圧を解除する第
２押圧部材姿勢ＯＰとの間で回転可能に構成されている。第２押圧部材姿勢ＯＰは、接続
対象物Ｆのハウジング１への挿抜可能にする姿勢である。第１押圧部材姿勢ＣＰは、接続
対象物Ｆに対する第１信号コンタクト２及び固定機能付きコンタクト４の押圧接触状態を
安定的に保持する姿勢である。本実施形態においては、押圧部材６は、第１押圧部材姿勢
ＣＰにて、固定機能付きコンタクト４の押受部４３ａ又は／及び第１信号コンタクト２の
第１押受部２２ａを押圧する、押圧が行われる信号コンタクト２，３，４の並列方向Ｙに
延在する押圧部６１と、押圧部６１に対向し、並列方向Ｙに延在する対向壁６４と、それ
ぞれ延在する押圧部６１及び対向壁６４を並列方向Ｙに間隔をおいた状態で連結する連結
壁６５と、少なくとも第２押圧部材姿勢ＯＰの状態では固定機能付きコンタクト４の押受
部４３ａ又は／及び第１信号コンタクト２の第１押受部２２ａが挿入される所定数のそれ
ぞれ独立した貫通孔６３と、移動規制部７１に回転可能に装着される軸部分６２と、を有
する。貫通孔６３は、押圧部６１と対向壁６４と連結壁６５とによって区画形成される。
【００８２】
　押圧部材６は、固定機能付きコンタクト４の押受部４３ａ又は／及び第１信号コンタク
ト２の第１押受部２２ａを押圧する第１押圧部材姿勢ＣＰと、固定機能付きコンタクト４
の押受部４３ａ又は／及び第１信号コンタクト２の第１押受部２２ａの押圧を解除する第
２押圧部材姿勢ＯＰとの間で回転可能に構成される。第１押圧部材姿勢ＣＰにおける押圧
と、第２押圧部材姿勢ＯＰにおける押圧の解除とは、単に、押圧部材６と各種の押受部と
の接触の有無で区別されるものではない。第１押圧部材姿勢ＣＰにおける押圧は、押圧接
触状態が安定的に保持されるように押圧することである。そのような状態になっていなけ
れば、押圧部材６と各種の押受部との接触があっても、押圧は解除されていると捉えるこ
とができる。
【００８３】
　押圧部材６は、第１押圧部材姿勢ＣＰにて、並列方向Ｙに延在する押圧部６１により、
固定機能付きコンタクト４の押受部４３ａ又は／及び第１信号コンタクト２の第１押受脚
部２２を基板実装面から離れる方向（Ｚ２側）へ移動させ、かつ、固定機能付きコンタク
ト４の押受部４３ａに圧力が加わる位置に押圧部６１が位置する。なお、本発明のコネク
タは、実施形態のように、押圧部材６の押圧部６１（押圧可能な形状部位）に押圧されな
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いコンタクト、言い換えると、押受部を有しないコンタクトを備えていてもよい。
【００８４】
　第２押圧部材姿勢ＯＰにて、貫通孔６３には、固定機能付きコンタクト４の押受部４３
ａ又は／及び第１信号コンタクト２の第１押受部２２ａが挿入される。
【００８５】
　延在された押圧部６１は、第１信号コンタクト２の第１押受脚部２２又は／及び固定機
能付きコンタクト４の押受脚部４３を押圧して基板実装面から離れる方向に押し上げる部
分である。押圧部６１における、少なくとも第１信号コンタクト２、固定機能付きコンタ
クト４、又はハウジング１の下壁部１ｂと接触する部分の形状は、前述の押し上げができ
れば、特に制限されない。押圧部６１がその一部に円弧部分を有していてもよく、その場
合、円弧部分は、押圧部材６の第２押圧部材姿勢ＯＰと第１押圧部材姿勢ＣＰとの間の回
転範囲に対応して形成されることが好ましい。また、押圧部６１の形状は、例えば長手方
向を有する細長形状や、長軸及び短軸を有する楕円形状であってもよい。つまり、延在さ
れた押圧部６１の形状は、いずれかの部分に長短といった長さの変化を有し、前述の押し
上げが出来ればよい。
【００８６】
　軸部分６２は、移動規制部７１に装着されており、押圧部材６の第２押圧部材姿勢ＯＰ
と第１押圧部材姿勢ＣＰとの間の回転をスムーズに行わせるためのものである。押圧部６
１が、第１信号コンタクト２、固定機能付きコンタクト４において適切に支持されて、押
圧部材６の回転が支障なく行うことができれば、軸部分６２は設けなくてもよい。
【００８７】
　貫通孔６３は、コネクタのＸ１－Ｘ２方向の寸法を大きくすることなく、第１信号コン
タクト２の第１押受脚部２２と固定機能付きコンタクト４の押受脚部４３に十分な弾性（
ばね）性を持たせる為の逃げである。貫通孔６３は、互いに連結壁６５によって互いに仕
切られて、別個独立に設けられている。貫通孔６３を別個独立に設けることで、押圧部材
６の剛性を向上させて、押圧部材６の回転時の押圧部材６の変形を防止することができる
。
【００８８】
〔固定機能付きコンタクトの動作〕
　次に、図４Ａ及び図４Ｂに基づいて、上記の構成を有する固定機能付きコンタクト４に
ついて、押圧部材６による押圧時の動作について説明する。なお、図面を見やすくする観
点から、接続対象物Ｆの図示は省略した。
【００８９】
　接続対象物Ｆは、押圧部材６が第２押圧部材姿勢ＯＰにおいて、固定機能付きコンタク
ト４の接触脚部４１と、係止脚部４２との間に挿入可能である。接続対象物Ｆが挿入され
るだけで、接触脚部４１は、接触部４１ａにおいて、接続対象物Ｆのランド部Ｆ２と電気
的に接触させることは可能である。図４Ａに示すように、押圧部材６が第２押圧部材姿勢
ＯＰにある状態では、接触脚部４１の接触部４１ａは、接続対象物Ｆに電気的に接触させ
ることができるが、その場合の接触は安定的ではない。
【００９０】
　そこで、押圧部材６を、図４Ｂに示す第１押圧部材姿勢ＣＰに回転させて、固定機能付
きコンタクト４と接続対象物Ｆとの電気的な接続を安定的にし、かつ、接続対象物Ｆの抜
去を確実に防止する状態にする。具体的には、押圧部材６が第２押圧部材姿勢ＯＰから第
１押圧部材姿勢ＣＰに移動すると、固定機能付きコンタクト４の押受脚部４３が、押圧部
材６の押圧部６１によって上方（Ｚ２側）に押し上げられて傾斜変位する。この押受脚部
４３の上方への変位に伴い、接触脚部４１が下方（Ｚ１側）に傾斜変位する。この接触脚
部４１の下方への変位に伴い、接触脚部４１の接触部４１ａと係止脚部４２とで接続対象
物Ｆを挟持固定して、接触部４１ａが、接続対象物Ｆの一方の面のランド部Ｆ２に押圧接
触する結果として、電気的に安定した接触が形成される。
【００９１】
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　また、この接触脚部４１の下方への変位に伴い、接触脚部４１の接触部４１ａが、接続
対象物Ｆと押圧接触する。接触脚部４１の接触部４１ａによる接続対象物Ｆの押圧により
、接続対象物Ｆは、下方に押圧されているので、係止脚部４２の係止部４２ａは、接続対
象物Ｆをその被係止部Ｆ１において確実に係止することにもなり、接続対象物Ｆの抜去を
確実に防止している。これにより、接触脚部４１の接触部４１ａと接続対象物Ｆとの間で
、より安定的な電気的接触が達成される。
【００９２】
〔実施形態の効果〕
　実施形態のコネクタ１００においては、接触部４１ａと係止部４２ａと接続部４４ａと
押受部４３ａとは同一の金属材料から一体的に形成されており、ロック部材は、導通可能
に用いられる固定機能付きコンタクト４を少なくとも１本以上含み、係止部４２ａは、接
続対象物Ｆの被係止部Ｆ１に対応する位置で、基板実装面から近い側（Ｚ１側）で、基板
実装面から離れる方向（Ｚ２側）に突出しており、接触部４１ａは、係止部４２ａに対向
する側で、基板実装面から遠い側（Ｚ２側）で、かつ、係止部４２ａよりも接続対象物Ｆ
の挿入側（Ｘ１側）に近い位置に位置する。
【００９３】
　そのため、実施形態のコネクタ１００によれば、係止部４２ａを被係止部Ｆ１に係止す
ることで、接続対象物Ｆとの保持力をアップすることができる。ロック部材を信号コンタ
クトに用いることで、信号コンタクトの個数を削減できるため、コンタクト２，３，４の
並列方向Ｙの寸法を小型化（狭ピッチ化）でき、より多くの信号コンタクト２，３，４を
配列できる。接触部４１ａは、係止部４２ａよりも接続対象物Ｆの挿入側（Ｘ１側）に近
い位置に位置するため、接続対象物Ｆのパターンを容易に形成することができる。
【００９４】
〔変形例〕
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、前記実施形態に制限されず、
適宜変更が可能である。
　固定機能付きコンタクト４（ロック部材）は、横方向Ｙの内側（中央寄り）にも、１個
又は複数個設けることができる。これにより、ロック機能（保持力）を向上できる。
　第１固定機能付きコンタクト４において、係止部４２ａよりもＸ１側に延設脚部が設け
られていてもよい。
　各種コンタクトの押受脚部に対してＺ１側に位置する延設脚部は、無くてもよい。
【００９５】
　単純信号コンタクトとしては、第１信号コンタクト２、第２信号コンタクト２Ａ、第３
信号コンタクト３Ａ及び第４信号コンタクト３のうちの１種又は複数種を設けることがで
きる。そのうち、第１信号コンタクト２と、第２信号コンタクト２Ａ又は第４信号コンタ
クト３とが、交互に千鳥に配列されることが好ましい。同様に、第３信号コンタクト３Ａ
と、第２信号コンタクト２Ａ又は第４信号コンタクト３とが、交互に千鳥に配列されるこ
とが好ましい。基板上に接続部を効率的に配置できるため、実装効率を向上できるからで
ある。
　１種類の信号コンタクトが単列に配列する形態の場合、接続強度の向上の点から、ロッ
ク部材の接続部と単純信号コンタクトの接続部とは、挿抜方向に互いに反対側に配置され
ていることが好ましい。
　コンタクト（固定機能付きコンタクトを含む）は、信号コンタクトに制限されず、電源
コンタクトであってもよい。
　ロック部材の全数が、固定機能付きコンタクトである必要は無く、ロック部材の一部が
コンタクトではない部材（ロック機能に特化した部材）であってもよい。
　コンタクト等が挿入される構成は、コンタクト等を挿入できる形状を有するものであれ
ば、溝（実施形態では、溝１２、溝１４、溝１５、溝１６）に制限されず、例えば孔でも
よい。
【符号の説明】
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【００９６】
１　　　　　　　　　　　ハウジング
２　　　　　　　　　　　第１信号コンタクト（第１コンタクト）
２Ａ　　　　　　　　　　第２信号コンタクト（第２コンタクト）
３　　　　　　　　　　　第４信号コンタクト（第４コンタクト）
３Ａ　　　　　　　　　　第３信号コンタクト（第３コンタクト）
４　　　　　　　　　　　（第１）固定機能付きコンタクト（ロック部材）
４Ａ　　　　　　　　　　（第２）固定機能付きコンタクト（ロック部材）
６　　　　　　　　　　　押圧部材
７　　　　　　　　　　　固定金具
１１　　　　　　　　　　挿入口
１２，１４，１５，１６　溝
２１　　　　　　　　　　第１接触脚部
２１ａ　　　　　　　　　第１接触部
２１Ａ　　　　　　　　　第２接触脚部
２１Ａａ　　　　　　　　第２接触部
２２　　　　　　　　　　第１押受脚部
２２ａ　　　　　　　　　第１押受部
２２Ａ　　　　　　　　　第２押受脚部
２２Ａａ　　　　　　　　第２押受部
２３　　　　　　　　　　第１接続脚部
２３ａ　　　　　　　　　第１接続部
２３Ａ　　　　　　　　　第２接続脚部
２３Ａａ　　　　　　　　第２接続部
２４　　　　　　　　　　第１延設脚部
２５　　　　　　　　　　第１連結脚部
２５ａ　　　　　　　　　第１連結部
２５Ａ　　　　　　　　　第２連結脚部
２５Ａａ　　　　　　　　第２連結部
２７Ａ　　　　　　　　　第２延設脚部
３１　　　　　　　　　　第４接触脚部
３１ａ　　　　　　　　　第４接触部
３１Ａ　　　　　　　　　第３接触脚部
３１Ａａ　　　　　　　　第３接触部
３３　　　　　　　　　　第４接続脚部
３３ａ　　　　　　　　　第４接続部
３３Ａ　　　　　　　　　第３接続脚部
３３Ａａ　　　　　　　　第３接続部
３４ａ　　　　　　　　　第４対向接触部
３４Ａ　　　　　　　　　第３延設脚部
３４Ａａ　　　　　　　　第３対向接触部
３５　　　　　　　　　　第４連結脚部
３５ａ　　　　　　　　　第４連結部
３５Ａ　　　　　　　　　第３連結脚部
３５Ａａ　　　　　　　　第３連結部
３７　　　　　　　　　　第４延設脚部
４１　　　　　　　　　　接触脚部
４１ａ　　　　　　　　　接触部
４１Ａ　　　　　　　　　接触脚部
４１Ａａ　　　　　　　　接触部
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４２　　　　　　　　　　係止脚部
４２ａ　　　　　　　　　係止部
４２Ａ　　　　　　　　　係止脚部
４２Ａａ　　　　　　　　係止部
４３　　　　　　　　　　押受脚部
４３ａ　　　　　　　　　押受部
４３Ａ　　　　　　　　　押受脚部
４３Ａａ　　　　　　　　押受部
４３ｂ　　　　　　　　　突出部
４４　　　　　　　　　　接続脚部
４４ａ　　　　　　　　　接続部
４４Ａ　　　　　　　　　接続脚部
４４Ａａ　　　　　　　　接続部
４５　　　　　　　　　　連結脚部
４５ａ　　　　　　　　　連結部
４５Ａ　　　　　　　　　連結脚部
４５Ａａ　　　　　　　　連結部
４７　　　　　　　　　　延設脚部
６１　　　　　　　　　　押圧部
６２　　　　　　　　　　軸部分
６３　　　　　　　　　　貫通孔
６４　　　　　　　　　　対向壁
６５　　　　　　　　　　連結壁
７１　　　　　　　　　　移動規制部
７２　　　　　　　　　　基部
７３　　　　　　　　　　第１突出片部
７４　　　　　　　　　　第２突出片部
７５　　　　　　　　　　第３突出片部
１００　　　　　　　　　コネクタ
ＣＰ　　　　　　　　　　第１押圧部材姿勢
Ｆ　　　　　　　　　　　接続対象物
Ｆ１　　　　　　　　　　被係止部
Ｆ２　　　　　　　　　　ランド部
ＯＰ　　　　　　　　　　第２押圧部材姿勢
Ｘ　　　　　　　　　　　挿抜方向
Ｙ　　　　　　　　　　　並列方向
Ｚ　　　　　　　　　　　高さ方向
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